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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第40期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第39期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 1,280,176 5,359,262

経常損失(△)（千円） △78,404 △4,613

四半期（当期）純損失(△)（千円） △57,607 △195,314

純資産額（千円） 6,098,267 6,253,598

総資産額（千円） 9,899,988 9,142,084

１株当たり純資産額（円） 348.38 357.57

１株当たり四半期（当期）純損失(△)

金額（円）
△3.32 △11.26

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ －

自己資本比率（％） 61.1 67.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
240,337 559,378

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△251,580 △476,906

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
543,091 335,851

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
2,291,118 1,713,684

従業員数（人） 300 274

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　　　２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であり、ま

た、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　３．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重  要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

　抗体医薬品の研究開発を行っておりました株式会社プリベンテック(関連会社)については、第三者割当増資により、

持分比率が低下し、関係会社に該当しなくなりました。

　

４【従業員の状況】

（1）連結会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 300  

　（注）　従業員数は、当社グループ(当社及び連結子会社)から当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社

グループへの出向者を含む就業人員であります。

（2）提出会社の状況

　 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 224  

　（注）　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

(臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業)

分類

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

(千円)

基礎研究用試薬 191,249

自己免疫疾患検査試薬 479,427

血漿蛋白定量検査試薬 14,186

ウイルス・感染症検査試薬 36,813

血液学的検査試薬 33,650

腫瘍マーカー 60,641

製造受託 91,614

その他 3,425

合計 911,008

　（注）１　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 商品仕入実績

(臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業)

分類

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

(千円)

基礎研究用試薬 98,883

その他 91,276

合計 190,160

　（注）１　金額は仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 受注状況

　見込み生産を行っているため、該当事項はありません。
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(4) 販売実績

事業の種類別セグメント

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

(千円)

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業  

(製品)  

基礎研究用試薬 110,561

自己免疫疾患検査試薬 435,576

血漿蛋白定量検査試薬 14,903

ウイルス・感染症検査試薬 35,684

血液学的検査試薬 27,021

腫瘍マーカー 57,579

製造受託 91,379

その他 3,499

(商品)  

基礎研究用試薬 236,073

自己免疫疾患検査試薬 96,708

血漿蛋白定量検査試薬 24,700

ウイルス・感染症検査試薬 4,183

血液学的検査試薬 919

腫瘍マーカー 11,187

細胞診解析関連 77,075

その他 3,136

(その他) 36,602

小計 1,266,792

投資関連事業  

バイオ関連企業への投資事業 13,384

合計 1,280,176

　（注）１　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額(千円) 割合(％)

東邦薬品株式会社 285,136 22.2

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　

　当第1四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は以下のとおりであります。

　

契約会社名 相手方の名称 契約品目 契約締結日 契約内容 契約期間

㈱医学生物学研究所

（当社）
㈱Oncomics

Onco-001及び

Onco-002
平成20年５月22日

医療用抗体の共同

開発

平成20年５月22日から

平成22年12月９日まで

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　

（1）経営成績の分析

  当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油や穀物など資源価格の高騰、米国発の金融不安の再燃など

により厳しさを増してまいりました。 

  医療業界におきましては、本年四月から施行となった改訂診療報酬の臨床検査分野への影響が、10％強の引き下げ

となった前回（2006年）に比較して軽微でありましたが、病院など医療機関の経営環境は依然厳しく、検査薬等に対

する値下げ要求はさらに強まってきております。

　このような状況下、当社グループでは将来に向けた研究開発において一定水準を維持しつつ、予断を許さない市場環

境下でも利益を出せる体制を作り上げるべく投資の選別と経費の削減を行ってまいりました。 

　

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は12億80百万円となりました。損益面においては、営業損失36百万

円、経常損失78百万円、四半期純損失は57百万円となりました。 

　

  事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

（臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業） 

  臨床検査薬分野では、2007年11月に診療報酬算定方法に伴う留意事項が改正され、検査適用範囲の拡大したリウマ

チ診断薬「MESACUP CCPテスト」の需要増、前期に発売した新しい腫瘍マーカー「MESACUP anti-p53テスト」に対

する臨床医の認知度向上に伴う検査件数の増加などが見られました。

  基礎研究用試薬分野では、再生医療や免疫療法への期待が高まるにつれて、その研究に必要な免疫関連試薬の需要

が増大してきております。また、これまでは第２四半期（７－９月）に多く見られた科学技術研究費による試薬購入

が本年度は第１四半期に前倒しされる傾向がありました。 

  細胞診関連分野では、長年にわたって使用されてきた婦人科細胞診検査の診断分類が、米国ほか世界各国で採用さ

れているベセスダシステムに切り替えられることになり、当社の液状細胞診に対する継続した啓蒙活動が認められて

きたことにより、当社取扱製品への関心が高まってきております。

 

  以上の結果、臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は12億66百万円、営業

損失は41百万円となりました。

（投資関連事業）

  投資関連事業においては、手数料収入の減少により、当第１四半期連結会計期間の売上高は13百万円、営業利益は5

百万円となりました。 

　

  所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

（日本）

  国内におきましては、売上高11億67百万円、営業損失70百万円と厳しい状況となりました。

（北米）

  米国及びカナダにおきましては、売上高１億68百万円、営業利益31百万円と堅調に推移しました。

（その他）

  アジアにおきましては、売上高26百万円、営業利益2百万円と徐々にではありますが、貢献してきております。
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（2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の総資産合計は、98億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億57百万円増加いた

しました。流動資産は58億67百万円となり、４億84百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が増加したため

であります。

　固定資産は、40億32百万円となり、２億73百万円増加いたしました。これは主に長期前払費用及びのれんの増加によ

るものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、38億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億13百万円増加いたし

ました。これは、短期借入金、長期借入金の増加によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、60億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億55百万円減少いた

しました。これは四半期純損失の計上、配当金の支払等によるものであります。この結果、自己資本比率は61.1％となり

ました。

　

（3）キャッシュ・フローの状況

  当第１四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、22億91百

万円となり、前連結会計年度末と比較し５億77百万円増加いたしました。

　　

  当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

①　営業活動によるキャッシュ・フロー　

  営業活動の結果得られた資金は、２億40百万円となりました。

  これは主に、税金等調整前四半期純損失60百万円はあったものの、減価償却費94百万円の計上、売上債権の減少２億

13百万円等があったためであります。

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は、２億51百万円となりました。

　これは主に、関係会社出資金の払込による支出60百万円、投資その他の資産の増加１億74百万円等によるものであ

ります。

③　財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動の結果得られた資金は、５億43百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出１億75百万円はあったものの、長期借入れによる収入８億円があったた

めであります。

　

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。

　

（4）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、２億58百万円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
（1）主要な設備の状況

   当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

（2）設備の新設、除却等の計画

　 当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)

(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14日)

上場金融商品取
引所名又は登録
認可金融商品取
引業協会名

内容

普通株式 17,355,000 同左
ジャスダック

証券取引所
―

計 17,355,000 同左 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は以下のとおりであります。

①　第２回新株予約権(取締役及び従業員に対するもの）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 　　　　　　　　161（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 161,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　　　　　　636（注）２

新株予約権の行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　636

資本組入額　414

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権者は新株予約権を他に譲渡することはできな

い。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

　（注）１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株とする。

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の

無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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２　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とす

る。

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株

式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、上記

の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり行使価額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

３　①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当

社の取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。

②　新株予約権の相続はこれを認めない。

③　その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割

当契約書」に定めるところによる。

４　当社の組織再編成に係る契約書または計画書等に以下の各号に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を

定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、当該各号に掲げる株式会社の新株予約権を交付するもの

とする。

①　合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社
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②　第３回新株予約権(取締役に対するもの）

　
第１四半期会計期間末現在

(平成20年６月30日)

新株予約権の数（個） 376（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 376,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000（注）２

新株予約権の行使期間 平成18年７月29日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　1,000

資本組入額　　519

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会

の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）４ 

　（注）１　新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株とする。

当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

　調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の

無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の

うえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。

２　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とす

る。

なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株

式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合、上記

の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり行使価額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自

己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株

式数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

EDINET提出書類

株式会社医学生物学研究所(E00978)

四半期報告書

11/31



３　①　新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役　　　　　

　　会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。　

②　新株予約権の相続は、新株予約権者が死亡した場合、その相続人のうち、その配偶者、子、１親等の直系尊

属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、新株予約権者が死亡退任した日の翌日

から３ケ月を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できる。

③　その他権利行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割

当契約書」に定めるところによる。

４　当社の組織再編成に際して定める契約書または計画書等に以下の各号に定める株式会社の新株予約権を交付

する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、当該各号に掲げる株式会社の新株予約権を交付

するものとする。

①　合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

　

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高

(千円)

平成20年４月１日～

平成20年６月30日
― 17,355,000 ― 2,228,600 ― 3,372,550

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

　 平成20年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式       2,000
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  17,343,000 17,343 ―

単元未満株式 普通株式      10,000 ― ―

発行済株式総数 17,355,000 ― ―

総株主の議決権 ― 17,343 ―

(注)証券保管振替機構名義の株式は該当がありません。　

　

②【自己株式等】

　 平成20年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社医学生物学研究所

愛知県名古屋市中区

丸の内３丁目５―10
2,000 ― 2,000 0.01

計 ― 2,000 ― 2,000 0.01

(注)当第１四半期会計期間末日現在の自己株式は、3,034株であります。　

　

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高(円) 299 305 300

最低(円) 270 275 281

　（注）ジャスダック証券取引所の株価を記載しております。
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３【役員の状況】

　

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人朝見会計事務所による四半期レビューを受けて

おります。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,267,769 1,692,154

受取手形及び売掛金 1,465,979 1,650,831

有価証券 23,349 21,530

商品及び製品 856,280 866,096

仕掛品 603,344 621,445

原材料及び貯蔵品 343,262 310,040

繰延税金資産 63,861 87,274

その他 253,430 187,155

貸倒引当金 △10,001 △53,665

流動資産合計 5,867,276 5,382,864

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 617,995

※1
 627,600

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 217,633

※1
 228,141

土地 44,537 44,537

その他（純額） ※1
 73,333

※1
 42,866

有形固定資産合計 953,500 943,146

無形固定資産

のれん 94,849 46,111

その他 118,157 104,379

無形固定資産合計 213,007 150,490

投資その他の資産

投資有価証券 1,455,414 1,431,601

長期貸付金 97,352 92,567

長期前払費用 646,791 544,400

繰延税金資産 97,080 83,811

その他 624,892 568,480

貸倒引当金 △55,327 △55,279

投資その他の資産合計 2,866,204 2,665,582

固定資産合計 4,032,712 3,759,220

資産合計 9,899,988 9,142,084
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 186,680 158,395

短期借入金 1,423,200 1,079,300

未払法人税等 11,664 41,600

その他 356,544 283,177

流動負債合計 1,978,089 1,562,473

固定負債

長期借入金 1,801,008 1,243,102

その他 22,622 82,910

固定負債合計 1,823,631 1,326,012

負債合計 3,801,720 2,888,486

純資産の部

株主資本

資本金 2,228,600 2,228,600

資本剰余金 3,372,550 3,372,550

利益剰余金 616,632 730,420

自己株式 △2,043 △1,813

株主資本合計 6,215,738 6,329,757

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △56,839 △70,947

繰延ヘッジ損益 △10,141 △23,739

為替換算調整勘定 △103,650 △30,274

評価・換算差額等合計 △170,631 △124,961

新株予約権 44,848 40,897

少数株主持分 8,312 7,904

純資産合計 6,098,267 6,253,598

負債純資産合計 9,899,988 9,142,084
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

売上高 1,280,176

売上原価 530,812

売上総利益 749,363

販売費及び一般管理費 ※
 785,791

営業損失（△） △36,428

営業外収益

受取利息 4,712

その他 699

営業外収益合計 5,411

営業外費用

支払利息 7,933

持分法による投資損失 8,849

為替差損 28,932

その他 1,672

営業外費用合計 47,387

経常損失（△） △78,404

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,027

持分変動利益 16,041

投資有価証券売却益 1,055

特別利益合計 18,125

税金等調整前四半期純損失（△） △60,278

法人税、住民税及び事業税 5,483

法人税等調整額 △9,239

法人税等合計 △3,755

少数株主利益 1,084

四半期純損失（△） △57,607
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △60,278

減価償却費 94,596

のれん償却額 5,966

投資事業組合運用損益（△は益） 1,067

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,615

受取利息及び受取配当金 △4,814

支払利息 7,933

為替差損益（△は益） 43,316

持分法による投資損益（△は益） 8,849

持分変動損益（△は益） △16,041

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,055

売上債権の増減額（△は増加） 213,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,417

その他の流動資産の増減額（△は増加） △26,426

仕入債務の増減額（△は減少） 24,977

未払金の増減額（△は減少） 71,142

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,287

その他 2,883

小計 272,127

利息及び配当金の受取額 2,947

利息の支払額 △6,968

法人税等の支払額 △27,769

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,337

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,164

有形固定資産の売却による収入 2,500

無形固定資産の取得による支出 △6,910

投資有価証券の売却による収入 4,891

関係会社出資金の払込による支出 △60,000

貸付けによる支出 △14,329

貸付金の回収による収入 1,214

投資その他の資産の増減額（△は増加） △174,697

その他 △85

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,580
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △11,100

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △175,800

自己株式の取得による支出 △229

配当金の支払額 △69,778

財務活動によるキャッシュ・フロー 543,091

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 516,091

現金及び現金同等物の期首残高 1,713,684

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61,342

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,291,118
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項

の変更

(1)連結の範囲の変更

　前連結会計年度において、持分法適用関連会社であったＧ＆Ｇサイエンス㈱は、増資

引受により、持株比率が増加したため、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に

含めております。

(2)変更後の連結子会社の数

　 ８社

２．持分法の適用に関する事

項の変更

(1)持分法適用非連結子会社

　 該当ありません。

(2)持分法適用関連会社

　 ①持分法適用関連会社

　前連結会計年度において、持分法適用関連会社であったＧ＆Ｇサイエンス㈱は、増資

引受により、持株比率が増加したため、当第１四半期連結会計期間より、連結の範囲に

含めております。

　また、㈱ティーセルテクノロジーズは重要性が増加したため、当第１四半期連結会計

期間より、持分法の適用範囲に含めております。

　また、㈱プリベンテックは第三者割当増資により、持分比率が低下し、関連会社でな

くなりました。

　 ②変更後の持分法適用関連会社の数

　　 ４社、４組合

３．会計処理基準に関する事

項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更　　　

　たな卸資産

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平均法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。

　これによる損益への影響は軽微であります。

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期

間から適用しております。

　これによる損益への影響はありません。　

(3)リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

   ただし、当第１四半期連結会計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・

リース取引が発生しなかったため、損益に与える影響はありません。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

たな卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高

の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前

連結会計年度末の実地たな卸高を基礎とし

て合理的な方法により算定する方法によっ

ております。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※1　有形固定資産の減価償却累計額　　2,396,965千円

　

――――――　

　　

　

　

　

　

　

　

　3  当社は運転資金の効率的な調達を行うため日本生命

     保険相互会社とコミットメントライン契約を締結し

     ております。この契約に基づく当第１四半期連結会

　　 計期間末の借入未実行残高は次のとおりでありま

　　 す。

　  　

　貸出コミットメントの総額

　借入実行残高

400,000

―

千円

　

　  差引額 400,000　

　

※1　有形固定資産の減価償却累計額　　2,216,267千円

　

  2　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

　 　して、次のとおり債務保証を行っております。

　   G＆Gサイエンス株式会社            230,000千円

　

　   連結子会社以外の会社のリース債務に対して、次

　　 のとおり債務保証を行っております。

　   G＆Gサイエンス株式会社             43,056千円

　

　3  当社は運転資金の効率的な調達を行うため日本生命

     保険相互会社とコミットメントライン契約を締結し

     ております。この契約に基づく当連結会計年度末の

     借入未実行残高は次のとおりであります。

　

　  　

　貸出コミットメントの総額

　借入実行残高

400,000

―

千円

　

　  差引額 400,000　

　

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

　のとおりであります。

　　　給与手当　 　　　　　　　　　　　195,715千円

　　　研究開発費　　　　　　　　　　　 258,741

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のと

おりであります。

（平成20年６月30日現在）

　 （千円）

　現金及び預金勘定　

　有価証券勘定

2,267,769

23,349

　現金及び現金同等物 2,291,118
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　

平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　17,355千株

　

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　 3千株

　

　

３．新株予約権等に関する事項

　ストックオプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　提出会社　　　　　　　   44,848千円

　（株）サイクレックス　　         －

  （株）抗体研究所　　　　　　     －

　

　

４．配当に関する事項

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

一株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月24日

定時株主総会
普通株式 69,410 4 平成20年３月31日 平成20年６月25日 利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至平成20年６月30日)

　

臨床検査薬及び
基礎研究用試薬
周辺事業

(千円)

投資関連事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社

(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に

対する売上高
1,266,792 13,384 1,280,176 － 1,280,176

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
150 － 150 (150) －

計 1,266,942 13,384 1,280,326 (150) 1,280,176

営業利益又は営業損失(△) △41,919 5,491 △36,428 － △36,428

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な製品

事業区分 主要役務又は製品

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺

事業

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試薬及

び機器・器具、細胞診解析関連

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至平成20年６月30日)

 
日本
（千円）

北米
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,106,342 165,456 8,377 1,280,176 － 1,280,176

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
61,054 2,619 17,761 81,434 (81,434) －

計 1,167,396 168,075 26,138 1,361,611 (81,434) 1,280,176

　　営業利益又は営業損失(△) △70,047 31,307 2,311 △36,428 － △36,428

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域

　(1)北米・・・・・アメリカ、カナダ

　(2)その他・・・・アジア

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用はありません。 

EDINET提出書類

株式会社医学生物学研究所(E00978)

四半期報告書

25/31



【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日　至平成20年６月30日)

　 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 114,546 85,987 200,534

Ⅱ　連結売上高(千円) － － 1,280,176

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
8.94 6.72 15.66

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………アメリカ、カナダ

(2) その他………ヨーロッパ、アジア他

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（有価証券関係）

　前連結会計年度末日に比べて著しい変動は認められません。

　

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度末日に比べて著しい変動は認められません。　

　

（リース取引関係）

　　　　前連結会計年度末日に比べて著しい変動は認められません。
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（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

　

当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 

　G&Gサイエンス株式会社　第２回新株予約権

　 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 G&G 取締役4名、従業員2名、株主20名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 G&Gサイエンス 普通株式 3億2099万1082株

付与日 平成20年4月10日

権利確定条件 無し　

対象勤務期間 無し

権利行使期間 自平成20年4月10日 至平成30年4月9日

権利行使価格（円） 2

付与日における公正な評価単価（円） 0

　

　

　G&Gサイエンス株式会社　第３回新株予約権

　 平成20年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
G&G 取締役2名、従業員13名、監査役1名、株主及び外部協力

者6名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 G&Gサイエンス 普通株式 2580万株

付与日 平成20年6月25日

権利確定条件 無し

対象勤務期間 無し

権利行使期間 自平成20年6月25日 至平成30年6月24日

権利行使価格（円） 2

付与日における公正な評価単価（円） 0
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 348.38円 １株当たり純資産額 357.57円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 3.32円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
－円

　（注)1　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　 2　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

　
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

四半期純損失(△)（千円） △57,607

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） △57,607

期中平均株式数（千株） 17,352

  希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

　－

（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月12日

株式会社医学生物学研究所

取締役会　御中

監査法人朝見会計事務所

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 中田　惠美　　印

 業務執行社員  公認会計士 足立　仁史　　印

     

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社医学生物学

研究所の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社医学生物学研究所及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　　（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

　　期報告書提出会社）が別途保管しております。

２. 四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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